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【マニュアル内で使用するアイコンについて】 

本マニュアル内で記載内容を強調するために使用しているアイコン（記号）について、説

明します。 

：特に重要な情報であることを示しています。 

：条件や例外がある場合など、特に注意すべき情報であることを示しています。 
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1.  本マニュアルについて 

 G ビズ ID の委任機能 

G ビズ ID では、電子化された行政手続き※1 の申請時に代行事業者などによる代理

申請ができるよう、委任関係を管理する機能があります。 

委任関係は、委任者と受任者の G ビズ ID プライムアカウント間で設定できます（G ビ

ズ ID プライム以外のアカウントでは、委任関係は設定できません。）。 

ただし、権限を付与することにより、G ビズ ID メンバーが委任関係の各操作（作成や

承認など）を代行できます。 

 

 

 

 

 

※1：サービスごとに委任機能の対応可否が異なります。委任機能に対応しているサ

ービスは以下の URL に掲載しています。 

「行政サービス一覧 G ビズ ID で利用できる省庁・自治体のサービス」 

 

G ビズ ID の委任機能を利用するには、委任者と受任者との間で、委任の内容につ

いて契約の締結やその他適切な方法により、あらかじめ合意を形成する必要があります。

（利用規約 第 14 条） 

 

  

https://gbiz-id.go.jp/top/service_list/service_list.html
https://gbiz-id.go.jp/top/rules/rules.html


   

 

7 

 

G ビズ ID における委任の作業の流れについて説明します。 

 

【委任の基本操作フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委任機能の基本操作フロー 

 

図中の(1)～(3)の各フローについて以下に説明します。 

(1) 委任関係の作成～承認 

 委任関係を作成して承認を依頼し、承認後に委任関係が成立するまでの流れを示

しています。 

 以下の 2 つの方法があります。 
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①委任者が委任関係を作成し、受任者が承認する（図中の 1a から 4a） 

②受任者が委任関係を作成し、委任者が承認する（図中の 1b から 4b） 

(2) 代理人ログイン設定および手続き実施 

 受任者が委任関係に対して委任者の代理人としての設定（代理人ログイン設定）

を行い、行政サービスなどにログインして委任された手続きを行う流れを示しています。 

受任者が代理人ログイン設定を行ってログインした履歴は、委任者が確認できます。 

代理人ログイン設定された委任関係は、委任手続きを行うサービスに通知され、

代理申請を行う際に利用されます。代理申請の方法については、各サービスの公式サ

イトをご確認ください。 

(3) 委任関係の解除 

 成立中の委任関係を解除する流れを示しています。 

 以下の 2 つの方法があります。 

①委任者が委任関係を解除する（図中の 8a から 9a） 

②受任者が委任関係を解除する（図中の 8b から 9b） 
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G ビズ ID では、以下のような委任機能を提供しています。 

 

【提供する委任機能】 

委任者または受任者のどちらの立場でも委任機能を利用できます。ただし、委任者と

受任者では、利用できる機能は異なります。 

G ビズ ID の委任機能一覧 

機能 記載箇所 利用可否 

委任者 受任者 

委任関係の作成/取下げ 「2.2. 受任者と委任関係を設定する（委

任者から依頼）」 
〇 － 

「3.2. 委任者と委任関係を設定する（委

任者に依頼）」 
－ 〇 

委任関係の承認/否認 「2.3. 受任者と委任関係を設定する（受

任者から依頼）」 
〇 － 

「3.3. 委任者と委任関係を設定する（委

任者から依頼）」 
－ 〇 

委任関係の確認 「2.4.1. 委任関係の状況を確認する」 〇 － 

「3.4.1. 委任関係の状況を確認する」 － 〇 

委任関係の解除 「2.4.2. 委任関係を解除する」 〇 － 

「3.4.2. 委任関係を解除する」 － 〇 

受任者の利用履歴確認 「2.6. 受任者の利用履歴を確認する」 〇 × 

委任者権限の付与/はく奪 「2.5. メンバーに委任関係の管理を任せる」 〇 × 

受任者権限の付与/はく奪 「3.5. メンバーに委任関係の管理を任せる」 × 〇 

代理人ログイン権限の付与/は

く奪 

「3.6. メンバーに委任された手続きを任せ

る」 
× 〇 

代理人ログインの設定/解除 「4. 委任者の代理人として行政サービスの

手続きを行う」 
× 〇 

 <凡例＞ 

〇：利用可、×：利用不可、－：対象外 
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 用語の定義 

本マニュアルで使用する用語について以下に説明します。 

用語 説明 

G ビズ ID エントリー 

（エントリー） 

・事業を行う方であれば誰でも作成できるアカウント。 

・システムからの登録のみで作成可能（審査不要）。 

G ビズ ID プライム 

（プライム） 

・利用者が法人代表者または個人事業主であることを確認したアカウント（要

審査）。 

・作成方法はオンライン申請もしくは書類郵送申請を選択可能。 

G ビズ ID メンバー 

（メンバー） 

・法人または個人事業主の従業員等のためのアカウント。 

・G ビズ ID プライムまたは管理者権限を付与された G ビズ ID メンバーが、G

ビズ ID メンバーを作成・管理できる。 

管理者権限 

・G ビズ ID メンバーに付与できる権限。 

・管理者権限を付与された G ビズ ID メンバーは、G ビズ ID メンバーの作成・

管理ができる。 

組織 

・法人組織全体、または支店、事業所、部署等の内部組織に該当する、G ビ

ズ ID メンバーを管理する単位（グループ）。 

・G ビズ ID メンバーは必ずいずれかの「組織」に所属する。  

第一組織 

・法人組織全体に該当する「組織」。 

・第二組織の上部組織として、G ビズ ID プライムに対して１つのみ存在する

（追加・削除不可）。 

第二組織 ・第一組織の下部組織として、支店、事業所、部署等に該当する「組織」。 

第一管理者 

・第一組織の管理者（管理者権限を付与された G ビズ ID メンバー）。 

・G ビズ ID プライムに代わり、すべての G ビズ ID メンバーアカウントを作成、管

理することができる。  

第二管理者 
・第二組織の管理者（管理者権限を付与された G ビズ ID メンバー）。 

・同一組織内の G ビズ ID メンバーアカウントを作成、管理することができる。 

委任者 行政書士等に代理申請を依頼する法人の代表者など、自身の代わりに申請

手続き等を行っていただくように依頼する主体。 

受任者 別法人の代表者などから代理手続を受けた行政書士など、本来の手続き主

体の代わりに申請手続きを行うことを受託した主体。 
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用語 説明 

代行事業者 委任者から委託され行政手続きの申請代行等を行う事業者。G ビズ ID にお

いては受任者と同義。 

委任関係 

委任者と受任者との間で行われる、委任の内容についての契約の締結やその

他適切な方法による合意形成に基づき、G ビズ ID において委任者と受任者

間で取り決める委任の情報。 
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 本マニュアルの構成 

本節では、本マニュアルの構成について説明します。 

 

【本マニュアルの構成について】 

本マニュアルの第二章以降は、以下のように構成されています。 

◆ 委任する方の操作（第 2 章） 

委任者が委任機能を利用するための方法について説明しています。 

➢ 受任者と委任関係を設定する方法 

①委任者が依頼する場合（2.2.節） 

②受任者から依頼された場合（2.3.節） 

➢ 委任関係を管理する方法（2.4.節） 

➢ 従業員（メンバー）に委任関係の管理を任せる方法（2.5.節） 

➢ 受任者の利用履歴を確認する方法（2.6.節） 

◆ 受任する方の操作（第 3 章） 

受任者が委任機能を利用するための方法について説明しています。 

➢ 委任者と委任関係を設定する方法 

①受任者が依頼する場合（3.2.節） 

②委任者から依頼された場合（3.3.節） 

➢ 委任関係を管理する方法（3.4.節） 

➢ 従業員（メンバー）に委任関係の管理を任せる方法（3.5.節） 

➢ 従業員（メンバー）に代理人として委任された手続きを任せる方法（3.6.

節） 

◆ 委任者の代理人として行政サービスなどの手続きを行う（第 4 章） 

受任者が委任者の代理人として、委任された手続きなどを行う方法を説明し

ています。 

➢ 代理人ログインの設定を行う方法（4.2.節） 
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➢ 代理人として行政サービスなどの手続きを行う方法（4.3.節） 

➢ 代理人ログインの設定状況を確認する方法（4.4.節） 

➢ 代理人ログインの設定を解除する方法（4.5.節） 

 

本マニュアルは、委任者としてご利用になる場合と、受任者としてご利用になる場

合で参照すべき内容が異なります。 

委任者の方は、主に第 2 章をご覧ください。 

受任者の方は、主に第 3 章と第 4 章をご覧ください。 

 

【本マニュアルのご利用について】 

本マニュアルは、以下のような方にご利用いただけます。 

・新たに、G ビズ ID の委任機能をご利用されたい法人代表者または個人事業主の

方 

・既に委任機能を利用しているが、委任関係の依頼や承認などの管理を従業員に

任せたい法人代表者または個人事業主の方 

委任機能を利用するには、委任者と受任者の双方が G ビズ ID プライムアカウント

を作成している必要があります。 

※委任申請書作成機能（委任者がアカウントを作らずに申請書により委任でき

る機能）の提供は廃止されました。 

 

【アカウントの作成について】 

各アカウントの作成方法については、以下のマニュアルをご覧ください。 

➢ G ビズ ID プライムのアカウントをお持ちでない方は、各クイックマニュアルから必要

に応じたマニュアルを参照してアカウントを新規作成してください。 

各クイックマニュアルは以下 URL に掲載しています。 

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html 

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html
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◆ G ビズ ID メンバーの作成方法については、以下のマニュアルの「3.2. G ビズ ID

メンバーのアカウントを作成する」をご覧ください。 

G ビズ ID マイページ操作マニュアル 

 

  

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Manual_gbiz-id_mypage.pdf
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2.  委任する方の操作 

 本章の内容 

 本章では、委任する方（委任者）を対象に、行政書士などの代行事業者（受任者）

に自身の代わりに行政サービスなどにおける各種申請手続きを依頼する方法や委任関係の

管理方法などについて説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委任者が受任者と委任関係を設定する基本的な作業フローについて説明します。 

  

G ビズ ID メンバー X さん 

G ビズ ID メンバー Y さん 

委任者 受任者（代行事業者等） 

G ビズ ID プライム 

B さん 委任 

G ビズ ID プライム 

B さん
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基本的な作業フロー 

【作業フローの説明】 

 図中の(1)～(3)の各フローについて以下に説明します。 

(1)委任関係の作成～承認 

(1)-1 委任者が作成し、受任者が承認 

委任者が委任関係を作成し、受任者に承認を依頼します。 

(1)-2 受任者が作成し、委任者が承認 

受任者が委任関係を作成し、委任者が承認します。 

(2)代理人ログイン設定と手続き実施 

委任関係の承認後、受任者が代理人ログイン設定を行い委任された手続きを

実施します。 

委任者は、受任者が委任者の代理人としての設定（代理人ログイン設定）を

行い、手続きを行うために行政サービスなどにログインした履歴を確認できます。 
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(3)委任関係の解除 

委任した手続きの完了後、必要に応じて委任関係を解除します。 

※解除は必須ではありません。 

 

プライムアカウントが委任の依頼や管理を行うとともに、メンバーアカウントを持つ他の従業

員に委任者権限（※以下で説明）を付与し、依頼や管理作業を代行させることができます。 

■委任者権限について 

委任者権限とは、委任関係に関する以下の操作を行うことができる権限です。 

➢ 委任者から受任者に委任を依頼する（取り下げを含む） 

➢ 委任関係の状況を確認する 

➢ 受任者からの依頼を承認または否認する 

➢ 成立中の委任関係を解除する 

プライムと第一管理者は最初から本権限を保持しているため、付与の必要はありま

せん。 

本権限は、第二管理者と一般メンバーに付与できます。 

 

 委任者権限を付与されたメンバーが委任関係の作成、または承認を行う場合の基本的

な作業フローは以下のとおりです。 
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メンバーが作業を代行する場合の作業フロー 

【作業フローの説明】 

図中の(1)～(4)の各フローについて以下に説明します（主に、前述の基本的な作業

フローと異なる点のみ説明）。 

(1)委任者権限付与 ※追加されたフロー 

委任者のプライムまたは第一管理者が、委任に関する業務を任せたいメンバーに

委任者権限を付与します。 

(2)委任関係の作成～承認 

 (2)-1 委任者が作成し、受任者が承認 

委任者権限を付与されたメンバーが委任関係を作成し、受任者に承認を依頼

します。 

 (2)-2 受任者が作成し、委任者が承認 

受任者が委任関係を作成し、委任者権限を付与されたメンバーが承認します。 

(3)代理人ログイン設定と手続き実施 
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プライムと第一管理者だけでなく、委任者権限を付与されたメンバーも受任者が

行政サービスなどにログインした履歴を確認できます。 

(3)委任関係の解除 

委任者権限を付与されたメンバーが、必要に応じて委任関係を解除します。 

 

 以降の節では、以下の内容について記載しています。 

➢ 受任者と委任関係を設定する方法 

委任関係を設定するには、以下の 2 つの方法があります。 

 ①委任者から受任者に対して、委任関係の設定を依頼する方法 

 ②受任者から依頼された委任関係を、委任者が承認する方法 

➢ 依頼または依頼された委任関係を管理する方法 

➢ メンバーに委任者権限を付与し、委任関係の管理を任せる方法 

➢ 委任関係成立中の受任者が、代理人ログイン機能を使って行政サービスなどにログ

インした利用履歴を確認する方法 
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 受任者と委任関係を設定する（委任者から依頼） 

 本節では、委任者側から受任者に対して、委任関係の設定を依頼する方法について説

明します。 

 ＜作業の流れ＞ 

①委任関係を新規に作成し、受任者に依頼する 

②委任関係の依頼状況を確認する 

③（必要に応じて）委任の依頼を取り下げる 

 

2.2.1. 受任者に委任関係の設定を依頼する 

本項では、委任者が受任者に対して、委任関係の設定を依頼する方法について説明し

ます。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、委任者権限が必要。 

 

受任者に委任関係の設定を依頼するには、以下を指定して委任関係を新規に作成し

ます。 

➢ 受任者の G ビズ ID プライムアカウント 

➢ 委任対象の手続きなどを提供しているサービス 
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➢ 委任対象の手続きなど（指定可能なサービスの場合のみ） 

➢ 委任関係終了日 

➢ 備考（必要な場合のみ） 

 

【操作手順】 

ステップ１：G ビズ ID にログイン後、「マイページ TOP」の左メニューの「委任の管理」

カテゴリ内の「委任関係の新規作成」リンクをクリックします。 
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ステップ２：表示された「委任関係の新規作成」画面の内容を確認後、画面下部へ

スクロールし「作成を開始する」ボタンを押します。 
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ステップ３：表示された「委任関係の新規作成 受任者の指定」画面で以下の操作

を行います。 

①受任者のアカウント ID（メールアドレス）を入力する 

②画面下部へスクロールし「このアカウントを指定する」ボタンを押す 

  受任者のアカウント ID に指定できるのは、G ビズ ID プライムのアカウント ID（メー

ルアドレス）のみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② 

① 
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  指定された受任者のアカウント ID が不適切な場合は、以下のメッセージと共に

「委任関係の新規作成 受任者の指定」画面が再表示されます。 

 

 

 

ステップ４：表示された「委任関係の新規作成 受任者の確認」画面で受任者の情

報を確認後、画面下部へスクロールし「この内容で受任者を登録する」ボタンを押します。 

受任者の指定が正しいか、必ずご確認ください。 

受任者の指定に誤りがある場合は、画面下部へスクロールし「前の画面に戻る」ボタ

ンを押します。表示された「委任関係の新規作成 受任者の指定」画面で、再度受

任者のアカウント ID を指定してください。 
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ステップ５：表示された「委任関係の新規作成 委任するサービスの選択」画面で以

下の操作を行います。 

①委任する手続きなどを提供しているサービスを選択する 

※選択したいサービスの左端にあるラジオボタンを選択してください（一つのみ選択

可能）。 

②画面下部へスクロールし「このサービスを指定する」ボタンを押す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 

② 
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【サービスの表示について】 

選択したいサービスが一覧に表示されていない場合は、以下のいずれかの方法で表

示または検索してください。 

■別ページを表示する 

一覧の上下にある「前ページへ」、「後ページへ」などのページ遷移用のリンクをクリ

ックし、別ページを確認します。 

 

 

 

■検索条件を指定して表示する 

①「検索条件の指定」の右端の下矢印の開閉ボタンを押し、検索条件を表示し

ます。 

②サービス名称（部分一致検索）を入力して「検索する」ボタンを押し、検索結

果を確認します。 

＜検索条件の表示前＞ 

 

＜検索条件の表示後＞ 

 

 

 

 

 

 

  

① 

② 

② 
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ステップ６：「委任関係の新規作成 委任する手続きの選択」画面が表示された場

合は、以下の操作を行います。 

 本画面は、委任する手続きの選択が可能なサービスの場合にのみ表示されます。 

 本画面が表示されない場合は、ステップ７から操作を続けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①委任する範囲を選択する 

 画面上部に表示されている２つのラジオボタン（「すべての手続き」、「特定の手

続きを選択」）から、委任する範囲を選んでください。 

◆ 「すべての手続き」の場合 

サービスが提供するすべての委任可能な手続きが委任対象です。 

委任関係の作成後に、サービスで追加された委任可能な手続きも委任対

象です。 

 ※初期表示では「すべての手続き」が選択されています。 

  ※委任対象となる手続きは、各サービスの公式サイトをご覧ください。 

 行政サービス一覧に各サービスのホームページの URL が記載されています。 

◆ 「特定の手続きを選択」の場合 

選択した手続きのみが委任対象です。 

表示された手続きの中から委任対象を選んでください。 

① 

https://gbiz-id.go.jp/top/service_list/service_list.html
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➢ 選択したい手続きの左端にあるチェックボックスをチェックします。（複数選

択可能）。 

➢ 表示されているすべての手続きを選択するには、最上部のタイトル行に表

示されているチェックボックスをチェックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②画面下部へスクロールし「選択した内容を指定する」ボタンを押す 

 

 

 

  

② 
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【手続きの表示について】 

手続き名を指定して検索できます。 

①「検索条件の指定」の右端の下矢印の開閉ボタンを押し、検索条件を表示し

ます。 

②手続き名称（部分一致検索）を入力して「検索する」ボタンを押し、検索結

果を確認します。 

＜検索条件の表示前＞ 

 

＜検索条件の表示後＞ 

 

 

 

 

 

 

■本画面が表示されない場合の委任対象手続きについて 

 本画面が表示されないサービスの場合は、対象のサービスが提供するすべての委任

可能な手続きが委任対象です。 

  ※委任対象となる手続きは、各サービスの公式サイトをご覧ください。 

 行政サービス一覧に各サービスのホームページの URL が記載されています。 

 

  

① 

② 

② 

https://gbiz-id.go.jp/top/service_list/service_list.html
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ステップ 7：表示された「委任関係の新規作成 委任内容の詳細入力」画面で以下

の操作を行います。 

①委任関係終了日を入力する 

委任関係を終了する日付を入力してください（任意入力項目）。 

委任関係終了日を入力しない場合は、期限なしの委任関係が作成されます。 

②備考を入力する 

委任に関する条件や特記事項などを入力してください（任意入力項目）。 

備考は委任関係の作成時のみ入力可能であり、作成後に更新することはできま

せん。また、受任者により更新されることもありません。 

③画面下部へスクロールし「この内容を指定する」ボタンを押す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③ 

① 

② 
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ステップ８：表示された「委任関係の新規作成 入力内容の確認」画面で以下の操

作を行います。 

①委任関係の内容を確認する 

委任内容、および受任者の指定に誤りがないか、確認してください。 

②画面下部へスクロールし「この内容で承認を依頼する」ボタンを押す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 
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【指定した手続きを確認したい場合】 

特定の手続きを選択した場合は、委任内容の対象手続き欄の「詳細を確認す

る」ボタンを押すと「対象手続き」画面がポップアップ表示され、指定した手続きを確

認できます。 

 すべての手続きが委任対象の場合、ボタンは表示されません。 

 

 

 

 表示された画面を閉じる場合は「閉じる」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ９：以下の画面がポップアップ表示されますので、「OK」ボタンを押します。 
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ステップ１０：正常に処理が行われると、「委任関係の新規作成 承認依頼の完了」

画面が表示されます。 

画面上部の「委任一覧」リンクをクリックし、「委任一覧」画面（「2.2.2. 依頼状

況を確認する」で説明）を表示して、作成した委任関係を確認できます。 
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「委任関係の新規作成 承認依頼の完了」画面が表示されると共に、受任者

の関係者のメールアドレス宛（※）に「委任関係の承認依頼のお知らせ」メールが送信

されます。 

※：受任者として承認が行えるアカウント宛に送信されます（プライム、第一管理

者および受任者権限保持メンバー）。 

件名：【G ビズ ID】委任関係の承認依頼のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
あなたに対して委任関係の承認が依頼されました。 
依頼内容をご確認のうえ、承認または否認のご対応をお願いいたします。 
 
【委任関係情報】 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 ■URL：https://gbiz-id.go.jp/oauth/login 
 
【操作手順】 
（1）上記 URL からマイページへログイン 
（2）左メニューの「委任関係の承認」リンクをクリック 
  ※あなたが委任者の場合：「委任の管理」カテゴリ内のリンクをクリック 
  ※あなたが受任者の場合：「受任の管理」カテゴリ内のリンクをクリック 
（3）上記の委任関係 ID を入力して検索 
（4）該当の委任関係を選択（委任関係 ID リンクをクリック） 
（5）内容を確認し、「委任関係を承認する」または「委任関係を否認する」を選択 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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また、操作者が所属する組織の第一管理者のメールアドレス宛に「委任関係の新

規作成操作実施のお知らせ」メールが送信されます。 

G ビズ ID プライム、および操作者本人には送信されません。 

件名：【G ビズ ID】委任関係の新規作成操作実施のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、受任者に委任を依頼する操作は完了です。 

 

受任者が依頼を承認すると、委任関係が成立し「委任関係の承認完了のお知らせ」メ

ールが届きます。委任関係成立後、受任者は委任者の代理人として、委任された行政サ

ービスの手続きを行えます。 

依頼した委任関係の状況を確認したい場合は、「2.2.2.依頼状況を確認する」をご覧く

ださい。 

 

  

委任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
あなたの管理する組織内で委任関係が作成されました。 
 
【委任関係情報】 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 ■操作者アカウント ID：sample@mail.com 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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2.2.2. 依頼状況を確認する 

本項では、作成した委任関係の依頼状況を確認する方法について説明します。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、委任者権限が必要。 

 

■委任関係の状態について 

委任関係の依頼状況や現在の状態は、委任関係ステータスで確認できます。 

委任関係ステータスは、以下の状態を示しています。 

委任関係ステータス 

委任関係ステータス 説明 

承認待ち 委任関係の依頼後、承認される前の状態 

承認済 委任関係が承認され、委任関係が成立している状態 

否認 委任関係が否認され、委任関係が成立していない状態 

解除済 委任関係成立後、委任関係が解除され、委任関係が成立していない状態 

無効 依頼の取り下げや承認される前に作成者が退会するなどにより、委任関係が成

立していない状態 
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【操作手順】 

ステップ１：G ビズ ID にログイン後、「マイページ TOP」の左メニューの「委任の管理」

カテゴリ内の「委任一覧」リンクをクリックします。 
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ステップ２：表示された「委任一覧」画面内の委任関係の一覧の中から、依頼状況

を確認したい委任関係 ID のリンクをクリックします。 

 画面表示時には、以下の委任関係が一覧表示されます。 

➢ 委任関係ステータスが「承認済」 

未承認の委任関係を表示するには、この後に説明する検索条件の指定で委任

関係ステータスを「承認待ち」に変更して検索してください。 

※：委任関係ステータスについてはこちらをご覧ください。 
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【委任関係の表示項目について】 

委任関係の表示項目 

項目 説明 

委任関係 ID 委任関係に割り当てられた ID 

受任者 法人名／屋号 受任者の法人名、または屋号（個人事業主の場

合） 

対象サービス 委任対象のサービス 

委任関係ステータス 委任関係の状態 

委任関係開始日 委任関係が承認された日付 

委任関係終了日 委任関係が終了した日付 

受
任
者
詳
細
情

報 

法人番号 受任者の法人番号（法人の場合のみ表示） 

代表者名 受任者の代表者名※1 

代表者名 フリガナ 受任者の代表者名フリガナ※1 

アカウント ID（メールアドレス） 受任者のアカウント ID（メールアドレス） 

※1：受任者の「代表者名」と「代表者名 フリガナ」は、表示されない場合がありま

す。 

委任者が作成した委任関係（受任者に対して依頼）のうち、承認されていない委

任関係の場合には表示されません。 

※承認されていない委任関係とは、委任関係ステータスが「承認済」または「解除

済」ではない委任関係です。 
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【委任関係の表示について】 

依頼状況を確認したい委任関係が一覧に表示されていない場合は、以下のいずれ

かの方法で表示または検索してください。 

■別ページを表示する 

一覧の上下にある「前ページへ」、「後ページへ」などのページ遷移用のリンクをクリ

ックし、別ページを確認します。 

 

 

 

■検索条件を指定して表示する 

①「検索条件の指定」の右端の下矢印の開閉ボタンを押し、検索条件を表示し

ます。 

②検索条件を入力して「検索する」ボタンを押し、検索結果を確認します。 

＜検索条件の表示前＞ 

 

 

  

① 
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＜検索条件の表示後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 委任関係 ID：委任関係 ID を入力します（完全一致検索）。 

➢ 対象サービス：委任関係の対象サービスをリストから選択します。 

➢ 委任関係ステータス：委任関係の状態をリストから選択します。 

※委任関係ステータスについてはこちらをご覧ください。 

➢ 受任者情報：委任関係を依頼した受任者の情報を入力します。 

・ アカウント ID（メールアドレス）：完全一致で検索 

・ 法人番号：受任者が法人の場合に指定（完全一致検索） 

・ 法人名／屋号：部分一致で検索 

 

複数の項目を指定した場合は、AND 条件で検索します（すべての条件を満

たす情報を検索）。 

 

  

② 
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ステップ３： 選択した委任関係の「委任関係 確認」画面が表示されます。 

 ※以下の表示例は、委任関係ステータスが「承認待ち」の委任関係です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次ページに続く 
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【対象手続きの表示について】 

 手続きを選択して委任関係を作成した場合は、委任内容の対象手続き欄の「詳

細を確認する」ボタンを押すと以下のような画面がポップアップ表示され、委任関係

の対象手続きを確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 手続きを選択していない場合は、以下のように「詳細を確認する」ボタンは表示さ

れません。 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、依頼状況を確認する操作は完了です。 
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2.2.3. 委任の依頼を取り下げる 

本項では、委任の依頼を取り下げる方法について説明します。 

依頼した委任関係の内容を修正することはできませんので、依頼内容を変更したい場合

は、依頼を取り下げた後、新規に委任関係を作成してください。 

“承認待ち”の委任関係のみ、取り下げることができます。既に承認や否認などが行わ

れた委任関係を取り下げることはできません。承認済みの委任関係を取り消したい場合は、

委任関係を解除してください。 

委任関係を解除する方法は「2.4.2. 委任関係を解除する」をご覧ください。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、委任者権限が必要。 

 

依頼者本人ではなくても、本操作を実施できるプライムまたはメンバー（上述のアカ

ウント別利用可否で利用可能なアカウント）であれば、任意の依頼を取り下げることができ

ます。 

例）プライムが依頼した委任関係を、第一管理者が取り下げる。 
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【操作手順】 

ステップ１：以下を参照し、取り下げる委任関係を表示します。 

「2.2.2. 依頼状況を確認する」のステップ１からステップ３を実行して、取り下げる

委任関係の「委任関係 確認」画面を表示してください。 

 

ステップ２： 表示された「委任関係 確認」画面の内容を確認後、画面下部へスクロ

ールし「委任関係を取り下げる」ボタンを押します。 

承認や否認がされていない委任関係（委任関係ステータスが「承認待ち」）の

場合に表示されます。 

 

 

 

 

 

 

ステップ３： 以下の画面がポップアップ表示されますので、「OK」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

ステップ４： 正常に処理が行われた場合は、対象の委任関係が取り下げられ、「委

任関係 取り下げ完了」画面が表示されます。 

  取り下げ完了後の委任関係ステータスは「無効」になります。 

  



   

 

47 
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「委任関係 取り下げ完了」画面が表示されると共に、操作者が所属する組織の

第一管理者のメールアドレス宛に「委任関係の新規作成操作実施のお知らせ」メール

が送信されます。 

G ビズ ID プライム、および操作者本人には送信されません。 

件名：【G ビズ ID】委任関係の取り下げ操作実施のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、委任の依頼を取り下げる操作は完了です。 

 

  

委任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
あなたの管理する組織内で委任関係が取り下げられました。 
 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 ■操作者アカウント ID：sample@mail.com 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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 受任者と委任関係を設定する（受任者から依頼） 

前節の「2.2. 委任者と委任関係を設定する（委任者から依頼）」では、受任者が委

任関係を作成し、委任者に委任を依頼する方法について説明しました。 

本節では、受任者から委任関係の依頼を受けた場合に、委任者がその内容を承認し、

委任関係を設定する方法について説明します。 

また、依頼内容に誤りなどがあった場合に、委任の依頼を否認する方法についても説明

します。 

 ＜作業の流れ＞ 

①受任者から依頼された委任関係の内容を確認する 

②依頼された委任関係を承認または否認する 

 

2.3.1. 受任者からの依頼を承認する 

本項では、受任者から依頼された委任関係を承認する方法について説明します。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、委任者権限が必要。 
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【操作手順】 

ステップ１：G ビズ ID にログイン後、以下のいずれかの方法で「委任関係の承認」画

面を表示します。 

①マイページ TOP の上部に表示されている承認待ちインフォメーション表示内の「委任

関係の承認ページへ」ボタンを押します。 

②左メニューの「委任の管理」カテゴリ内の「委任関係の承認」リンクをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 

② 
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ステップ２：表示された「委任関係の承認」画面内の委任関係の一覧の中から、承

認対象の委任関係 ID のリンクをクリックします。 

 画面表示時に「承認待ち」の委任関係が一覧表示されます。 

   承認対象の委任関係 ID は、G ビズ ID から送信された「委任関係の承認依頼

のお知らせ」メール」に記載されています。 
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対象の委任関係が一覧に表示されていない場合は、「2.2.2. 依頼状況を確

認する」に記載している方法で委任関係を検索し表示できます。 

 

ステップ３： 選択した委任関係の「委任関係の承認 確認」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次ページに続く 
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【対象手続きの表示について】 

委任内容の対象手続き欄の「詳細を確認する」ボタンを押すと、以下の画面がポッ

プアップ表示され、委任関係の対象手続きを確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ４： 「委任関係の承認 確認」画面の内容を確認後、画面下部へスクロー

ルし「委任関係を承認する」ボタンを押します。 

承認や否認がされていない委任関係（委任関係ステータスが「承認待ち」）の

場合に表示されます。 

 

 

 

 

 

ステップ５： 以下の画面がポップアップ表示されますので、「OK」ボタンを押します。 
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  委任関係を承認し委任関係が成立すると、あなたの所属する組織の代表者名や

所在地が、依頼者から閲覧できるようになります。 

 

ステップ６： 正常に処理が行われた場合は、対象の委任関係が承認され、「委任関

係の承認 完了」画面が表示されます。 

①承認完了後の委任関係ステータスは「承認済」になります。 

②画面下部に承認者の情報が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次ページに続く 
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「委任関係の承認 完了」画面が表示されると共に、受任者および承認者双方の

関係者のメールアドレス宛（※）に「委任関係の承認完了のお知らせ」メールが送信され

ます。 

※：以下の関係者にメールが送信されます。 

受任者：プライム、第一管理者および受任者権限保持メンバー 

承認者：操作者を除く、プライム、第一管理者および委任者権限保持メンバー 

件名：【G ビズ ID】委任関係承認完了のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
以下の委任関係が、委任者により承認されましたのでお知らせいたします。 
 
【委任関係情報】 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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また、操作者が所属する組織の第一管理者のメールアドレス宛に「委任関係の承

認操作実施のお知らせ」メールが送信されます。 

G ビズ ID プライム、および操作者本人には送信されません。 

件名：【G ビズ ID】委任関係の承認操作実施のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、受任者からの依頼を承認する操作は完了です。 

 

 委任関係の承認後は、受任者が委任者の代理人として委任された手続きを行えます。 

 受任者が代理人ログイン設定を行い、各サービスにログインした状況を確認する場合は、

「2.6.受任者の利用履歴を確認する」をご覧ください。 

 

  

委任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
あなたの管理する組織内で、受任者から依頼された委任関係が承認されました。 
 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 ■操作者アカウント ID：sample@mail.com 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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2.3.2. 受任者からの依頼を否認する 

依頼された委任内容に変更が必要な場合は、以下のような対応が必要です。 

✓ 委任関係を否認し、受任者に連絡して委任関係の再作成を依頼する 

✓ 受任者に連絡し、委任関係の取り下げと委任関係の再作成を依頼する 

 

本項では、受任者から依頼された委任関係を否認する方法について説明します。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、委任者権限が必要。 
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【操作手順】 

ステップ１：否認する委任関係の「委任関係の承認 確認」画面を表示します。 

操作方法は「2.3.1. 受任者からの依頼を承認する」に記載された、操作手順のス

テップ１からステップ 3 と同じです。本マニュアルの該当箇所をご覧ください。 

 

ステップ２： 「委任関係の承認 確認」画面の内容を確認後、画面下部へスクロー

ルし「委任関係を否認する」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

ステップ３： 以下の画面がポップアップ表示されますので、「OK」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

ステップ４： 正常に処理が行われた場合は対象の委任関係が否認され、「委任関

係の否認 完了」画面が表示されます。 

①否認完了後の委任関係ステータスは「否認」になります。 

②画面下部に否認者の情報が表示されます。 
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「委任関係の否認 完了」画面が表示されると共に、受任者の関係者のメールア

ドレス宛（※）に「委任関係の否認のお知らせ」メールが送信されます。 

※：以下の関係者にメールが送信されます。 

受任者：プライム、第一管理者および受任者権限保持メンバー 

件名：【G ビズ ID】委任関係否認のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
以下の委任関係が、委任者により承認されませんでした。 
否認理由に不明点等がある場合は、委任者に直接ご確認ください。 
必要に応じて、委任内容をご確認のうえ、再度委任関係の依頼をお願いいたします。 
 
【委任関係情報】 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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また、操作者が所属する組織の第一管理者のメールアドレス宛に「委任関係の否

認操作実施のお知らせ」メールが送信されます。 

G ビズ ID プライム、および操作者本人には送信されません。 

件名：【G ビズ ID】委任関係の否認操作実施のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、受任者からの依頼を否認する操作は完了です。 

 

  

委任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
あなたの管理する組織内で、受任者から依頼された委任関係が否認されました。 
 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 ■操作者アカウント ID：sample@mail.com 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  



   

 

64 

 

 委任関係を管理する 

本節では、以下のような委任関係を管理する方法について説明します。 

➢ 委任関係の状況を確認する 

➢ 成立した委任関係を解除する 

 

2.4.1. 委任関係の状況を確認する 

本項では、委任関係の状況を確認する方法について説明します。 

成立中（承認済み）の委任関係だけでなく、承認待ちや否認済を含むすべての

委任関係の状況を確認できます。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、委任者権限が必要。 
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【操作手順】 

操作手順は、「2.2.2. 依頼状況を確認する」に記載した方法と同様です。 

 

【補足】 

 ■委任関係の操作者の表示について 

「委任関係 確認」画面には、委任関係の依頼者など操作を行った方の情報が表

示されます。 

※依頼者と承認者の表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

委任関係の状況（委任関係ステータス）ごとに、表示される操作者は異なりま

す。 

委任関係ステータスと各操作者の表示有無 

委任関係ステータス ステータス概要 操作者 

承認待ち 
委任者、または受任者が委任関係の承認を依頼しているが、相手

方から承認・否認のいずれの回答もない状態です。 
依頼者のみ 

承認済 委任関係が承認され、委任関係が有効な状態です。 
依頼者 

承認者 

否認 
委任関係が否認されて無効になった状態です。 

委任関係を結ぶためには再度依頼を行う必要があります。 

依頼者 

否認者 

解除済 
承認済みの有効な委任関係が、既に解除されて無効になった状態

です。 

依頼者 

承認者 

解除者※1 

無効 
承認依頼の取り下げや依頼者が退会するなどにより、作成された委

任関係が無効になった状態です。 
依頼者のみ 
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※1：2026 年 4 月以前に解除された委任関係については、解除者は表示されません。 

 

 

以上で、委任関係の状況を確認する操作は完了です。 
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2.4.2. 委任関係を解除する 

本項では、成立中（承認済み）の委任関係を解除する方法について説明します。 

以下のような場合は委任関係の解除が必要です。 

✓ 委任の内容を変更したい場合 

✓ 委任関係の終了日前に、委任関係が終了している場合 

  委任関係を解除すると、受任者は委任された手続きの代理申請を行えません。 

 

委任関係の解除は委任者、受任者のどちらからも実施できますが、ここでは委任者が解

除する方法について説明します。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、委任者権限が必要。 

 

委任関係の作成者や委任者・受任者の区別に関係なく、本機能が利用可能なプ

ライムまたはメンバー（上述のアカウント別利用可否で利用可能なアカウント）であれば、

成立中の任意の委任関係を解除できます。 

例）プライムが依頼し承認された委任関係を、第一管理者が解除する。 

例）受任者から依頼され承認した委任関係を、委任者側の権限を持つメンバーが

解除する。 
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【操作手順】 

ステップ１：以下を参照し、解除する委任関係を表示します。 

「2.2.2. 依頼状況を確認する」のステップ１からステップ３を実行して、解除する委任

関係の「委任関係 確認」画面を表示してください。 

 

ステップ２： 表示された「委任関係 確認」画面の内容を確認後、画面下部へスクロ

ールし「委任関係を解除する」ボタンを押します。 

成立中の委任関係（委任関係ステータスが「承認済」）の場合に表示されます。 

 

 

 

 

 

ステップ３： 以下の画面がポップアップ表示されますので、「OK」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

ステップ４： 正常に処理が行われた場合は、対象の委任関係が解除、「委任関係 

解除完了」画面が表示されます。 

①解除完了後の委任関係ステータスは「解除済」になります。 

②画面下部に解除者の情報が表示されます。 
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「委任関係 解除完了」画面が表示されると共に、受任者の関係者のメールアド

レス宛（※）に「委任関係の解除のお知らせ」メールが送信されます。 

※：以下の関係者にメールが送信されます。 

受任者：プライム、第一管理者および受任者権限保持メンバー 

件名：【G ビズ ID】委任関係解除のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
以下の委任関係が、委任者により解除されました。 
解除理由に不明点等がある場合は、委任者に直接ご確認ください。 
 
【委任関係情報】 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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また、操作者が所属する組織の第一管理者のメールアドレス宛に「委任関係の解

除操作実施のお知らせ」メールが送信されます。 

G ビズ ID プライム、および操作者本人には送信されません。 

件名：【G ビズ ID】委任関係の解除操作実施のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、委任者が委任関係を解除する操作は完了です。 

 

  

委任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
あなたの管理する組織内で、受任者から依頼された委任関係が解除されました。 
 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 ■操作者アカウント ID：sample@mail.com 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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 メンバーに委任関係の管理を任せる 

 本節では、メンバーに委任者権限を付与して、委任関係の管理を任せる方法について説

明します。 

 委任者権限については、「2.1. 本章の内容」で説明しています。 

 

2.5.1. メンバーに委任者権限を付与する 

 本項では、プライムまたは第一管理者が、メンバーに対して委任者権限を付与する方法に

ついて説明します。 

 委任者権限を付与されたメンバーは、委任関係の作成や承認などの委任者向けの操作

を利用できます。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 － 

一般 － 

エントリー － 
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【操作手順】 

ステップ１：G ビズ ID にログイン後、委任者権限を付与したいメンバーの「G ビズ ID メ

ンバー確認画面」を表示します。 

※操作方法については、以下の G ビズ ID マイページ操作マニュアルの「3.3.1. G ビズ

ID メンバーのアカウント情報を参照する」をご覧ください。 

Manual_gbiz-id_mypage.pdf 

 

ステップ２：「G ビズ ID メンバー確認画面」内の委任・受任権限の内容を確認し、以

下の操作を行います。 

①委任者権限のラジオボタンの「権限あり」を選択します。 

②「委任・受任権限変更」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ３： 以下の画面がポップアップ表示されますので、「OK」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

  

② 

① 

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Manual_gbiz-id_mypage.pdf
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ステップ４： 正常に処理が行われた場合は、「G ビズ ID メンバー確認」画面が再表

示され、画面の上部に「委任・受任権限の変更が完了しました。」とメッセージが表示され

ます。 
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「G ビズ ID メンバー確認」画面が表示されると共に、権限を付与したメンバーのメ

ールアドレス宛に「委任権限付与のお知らせ」メールが送信されます。 

件名：【G ビズ ID】委任権限付与のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

委任 次郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
管理者により、あなたのアカウントに委任権限が付与されました。 
委任者として以下の操作が可能になりますので、ご確認ください。 
・委任関係の新規作成 
・委任関係の承認、否認 
・委任関係の解除 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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また、操作者が所属する組織のプライムと第一管理者のメールアドレス宛に「委

任権限付与操作実施のお知らせ」メールが送信されます。 

操作者本人には送信されません。 

件名：【G ビズ ID】委任権限付与操作実施のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、メンバーに委任者権限を付与する操作は完了です。 

 

  

委任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
あなたの管理する組織内で委任権限が付与されました。 
 
 ■操作者アカウント ID：sample@mail.com 
 ■対象アカウント ID：sample1@mail.com 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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2.5.2. メンバーの委任者権限をはく奪する 

 本項では、プライムまたは第一管理者が、メンバーの委任者権限をはく奪する方法につい

て説明します。 

  委任者権限をはく奪されたメンバーは、委任関係の作成や承認などの委任者向けの操

作を利用できません。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 － 

一般 － 

エントリー － 
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【操作手順】 

ステップ１：G ビズ ID にログイン後、委任者権限をはく奪したいメンバーの「G ビズ ID

メンバー確認画面」を表示します。 

※操作方法については、以下の G ビズ ID マイページ操作マニュアルの「3.3.1. G ビズ

ID メンバーのアカウント情報を参照する」をご覧ください。 

Manual_gbiz-id_mypage.pdf 

 

ステップ２：「G ビズ ID メンバー確認画面」内の委任・受任権限の内容を確認し、以

下の操作を行います。 

①委任者権限のラジオボタンの「権限なし」を選択します。 

②「委任・受任権限変更」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ３： 以下の画面がポップアップ表示されますので、「OK」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

  

② 

① 

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Manual_gbiz-id_mypage.pdf
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ステップ４： 正常に処理が行われた場合は、「G ビズ ID メンバー確認」画面が再表

示され、画面の上部に「委任・受任権限の変更が完了しました。」とメッセージが表示され

ます。 
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「G ビズ ID メンバー確認」画面が表示されると共に、権限をはく奪したメンバーのメ

ールアドレス宛に「委任権限はく奪のお知らせ」メールが送信されます。 

件名：【G ビズ ID】委任権限はく奪のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

委任 次郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
管理者により、あなたのアカウントに委任権限がはく奪されました。 
今後、委任関係の作成・承認・解除などの操作は行えなくなりますので、ご注意ください。 
はく奪理由に不明点等がある場合は、管理者に直接ご確認ください。 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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また、操作者が所属する組織の第一管理者のメールアドレス宛に「委任権限はく

奪操作実施のお知らせ」メールが送信されます。 

G ビズ ID プライム、および操作者本人には送信されません。 

件名：【G ビズ ID】委任権限はく奪操作実施のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、メンバーの委任者権限をはく奪する操作は完了です。 

 

  

委任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
あなたの管理する組織内で委任権限がはく奪されました。 
 
 ■操作者アカウント ID：sample@mail.com 
 ■対象アカウント ID：sample1@mail.com 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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2.5.3. メンバーが自身の委任者権限を確認する 

 本項では、メンバーが自身の委任者権限の付与状況を確認する方法について説明します。 

  委任者権限を付与されたメンバーは、委任関係の作成や承認などの委任者向けの操

作を利用できます。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム － 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 － 

第二管理者 ○ 

一般 ○ 

エントリー － 
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【操作手順】 

ステップ１：G ビズ ID にログイン後、「マイページ TOP」の左メニューの「アカウント情報」

リンクをクリックします。 
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ステップ２：表示された「アカウント情報確認」画面に委任者権限の付与状況が表示

されています。 

※委任者権限欄に「権限あり」または「権限なし」と表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、メンバーが自身の委任者権限を確認する操作は完了です。 
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 受任者の利用履歴を確認する 

 本節では、受任者が委任者の代理人として、委任された手続きを行うために行政サービ

スなどにログイン（代理人ログイン）した履歴情報を確認する方法について説明します。 

 代理人ログインについては、受任者向けの「4. 委任者の代理人として行政サービスの手

続きを行う」で説明しています。 

 

2.6.1. 受任者の代理人ログイン状況を確認する 

 本項では、受任者が代理人ログイン設定後に、委任者の代理人として行政サービスなど

にログイン（代理人ログイン）した状況を確認する方法について説明します。 

   受任者が代理人ログイン設定を行わずにログインした履歴は、表示対象ではありませ

ん。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、委任者権限が必要。 
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【操作手順】 

ステップ１：G ビズ ID にログイン後、「マイページ TOP」の左メニューの「代理人ログイン

利用履歴」リンクをクリックします。 
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ステップ１：表示された「代理人ログイン利用履歴」画面で以下の操作を行います。 

①利用日時を指定します。 

表示する履歴の期間を絞り込むことができます。指定しない場合はすべての履歴

が表示されます。 

②「検索」ボタンを押します。 

 指定した利用日時に該当する履歴が一覧表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③ 

② 

① 
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③「csv 出力」ボタンを押すと、検索した履歴を csv ファイルに出力できます。 

検索せずに「csv 出力」ボタンを押すと、csv ファイルは出力されず、エラーメッセー

ジが画面上部に表示されます。 

 

利用履歴 csv ファイル（例） 

 

 

【利用履歴の表示および csv ファイル出力項目について】 

利用履歴の内容について説明します。 

 

項目名 説明 表示/出力例 

利用日時 代理人ログイン日時 2026/04/01 00:00:00 

利用画面 対象画面（ログイン画面のみ） ログイン 

操作 操作内容（ログインのみ） 
ログイン（成功）、またはログイン（失

敗） 

対象アカウント ID 操作者のアカウント ID sample@mail.com 

ログイン先 ログイン先のサービス名 サービス① 

備考 代理人ログイン対象の委任関係 委任関係 ID：4-25-521-0001-0 

 

 

以上で、受任者の利用履歴を確認する操作は完了です。 
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3.  受任する方の操作 

 本章の内容 

 本章では、行政書士などの代行事業者の方（受任者）を対象に、受任者側から委任

者への委任を依頼する方法や委任関係の管理方法などについて説明します。 

 

 

 

 

 

 

 受任者が委任者と委任関係を設定する基本的な作業フローについて説明します。 
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基本的な作業フロー 

【作業フローの説明】 

図中の(1)～(3)の各フローについて以下に説明します。 

(1)委任関係の作成～承認 

(1)-1 受任者が作成し、委任者が承認 

受任者が委任関係を作成し、委任者に承認を依頼します。 

(1)-2 委任者が作成し、受任者が承認 

委任者が委任関係を作成し、受任者が承認します。 

(2)代理人ログイン設定と手続き実施 

委任関係の承認後、受任者が代理人ログイン設定を行い委任された手続きを

実施します。 

受任者が委任者の代理人としての設定（代理人ログイン設定）を行い、手続

きを行うために行政サービスなどにログインした履歴は、委任者が確認できます。 
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(3)委任関係の解除 

委任した手続きの完了後、必要に応じて委任関係を解除します。 

※解除は必須ではありません。 

 

プライムアカウントが委任の依頼や管理を行うとともに、メンバーアカウントを持つ他の従業

員に受任者権限（※以下で説明）を付与し、依頼や管理作業を代行させることができます。 

■受任者権限について 

受任者権限とは、委任関係に関する以下の操作を行うことができる権限です。 

➢ 受任者から委任者に委任を依頼する（取り下げを含む） 

➢ 委任関係の状況を確認する 

➢ 委任者からの依頼を承認または否認する 

➢ 成立中の委任関係を解除する 

プライムと第一管理者は最初から本権限を保持しているため、付与の必要はありま

せん。 

本権限は、第二管理者と一般メンバーに付与できます。 

 

 受任者権限を付与されたメンバーが委任関係の作成、または承認を行う場合の基本的

な作業フローは以下のとおりです。 
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メンバーが作業を代行する場合の作業フロー 

【作業フローの説明】 

図中の(1)～(5)の各フローについて以下に説明します（主に、前述の基本的な作業

フローと異なる点のみ説明）。 

(1)受任者権限付与 ※追加されたフロー 

受任者のプライムまたは第一管理者が、委任に関する業務を任せたいメンバーに

受任者権限を付与します。 

(2)委任関係の作成～承認 

 (2)-1 受任者が作成し、委任者が承認 

受任者権限を付与されたメンバーが委任関係を作成し、委任者が承認します。 

 (2)-2 委任者が作成し、受任者が承認 

委任者が委任関係を作成し、受任者権限を付与されたメンバーが承認します。 

(3)代理人ログイン権限付与 ※追加されたフロー 
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 受任者のプライムまたは第一管理者が、成立した委任関係の手続きを任せたいメ

ンバーに代理人ログイン権限（※以下で説明）を付与します。 

(4)代理人ログイン設定と手続き実施 

 代理人ログイン権限付与を付与されたメンバーが委任された手続きを実施します。 

(5)委任関係の解除 

委任者権限を付与されたメンバーが、必要に応じて委任関係を解除します。 

 

■代理人ログイン権限について 

代理人ログイン権限とは、委任者の代理人として委任された手続きを行うことができ

る権限です。 

プライムと第一管理者は、承認済のすべての委任関係に対して本権限を保持して

いるため、付与の必要はありません。 

 本権限は、委任関係ごとに第二管理者と一般メンバーに付与できます。 

代理人ログイン権限を付与されたメンバーは、対象の委任関係で指定されたサー

ビスにおいて、指定された手続きを行うことができるようになります。 
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 以降の節では、以下の内容について記載しています。 

➢ 委任者と委任関係を設定する方法 

委任関係を設定するには、以下の 2 つの方法があります。 

 ①委任者から受任者に対して、委任関係の設定を依頼する方法 

 ②受任者から依頼された委任関係の設定を、委任者が承認する方法 

➢ 依頼または依頼された委任関係を管理する方法 

➢ メンバーに受任者権限を付与し、委任関係の管理を任せる方法 

➢ メンバーに代理人として委任された手続きを任せる方法 
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 委任者と委任関係を設定する（受任者から依頼） 

 本節では、受任者側から委任者に対して、委任関係の設定を依頼する方法について説

明します。 

 ＜作業の流れ＞ 

①委任関係を新規に作成し、委任者に委任を依頼する 

②委任関係の依頼状況を確認する 

③（必要に応じて）委任の依頼を取り下げる 

 

3.2.1. 委任者に委任関係の設定を依頼する 

本項では、受任者が委任者に対して、委任関係の設定を依頼する方法について説明し

ます。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、受任者権限が必要。 

 

委任者に委任関係の設定を依頼するには、以下を指定して委任関係を新規に作成し

ます。 

➢ 委任者の G ビズ ID プライムアカウント 

➢ 委任対象の手続きを提供しているサービス 
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➢ 委任対象の手続き（指定可能なサービスの場合のみ） 

➢ 委任関係終了日 

➢ 備考（必要な場合のみ） 

 

【操作手順】 

ステップ１：G ビズ ID にログイン後、「マイページ TOP」の左メニューの「受任の管理」

カテゴリ内の「委任関係の新規作成」リンクをクリックします。 
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ステップ２：表示された「委任関係の新規作成」画面の内容を確認後、画面下部へ

スクロールし「作成を開始する」ボタンを押します。 
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ステップ３：表示された「委任関係の新規作成 委任者の指定」画面で以下の操作

を行います。 

①委任者のアカウント ID（メールアドレス）を入力する 

②画面下部へスクロールし「このアカウントを指定する」ボタンを押す 

  委任者のアカウント ID に指定できるのは、G ビズ ID プライムのアカウント ID（メー

ルアドレス）のみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 

② 

② 

① 
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  指定された委任者のアカウント ID が不適切な場合は、以下のメッセージと共に

「委任関係の新規作成 委任者の指定」画面が再表示されます。 

 

 

 

ステップ４：表示された「委任関係の新規作成 委任者の確認」画面で委任者の情

報を確認後、画面下部へスクロールし「この内容で委任者を登録する」ボタンを押します。 

委任者の指定が正しいか、必ずご確認ください。 

委任者の指定に誤りがある場合は、画面下部へスクロールし「前の画面に戻る」ボタ

ンを押します。表示された「委任関係の新規作成 委任者の指定」画面で、再度委

任者のアカウント ID を指定してください。 
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ステップ５：表示された「委任関係の新規作成 受任するサービスの選択」画面で以

下の操作を行います。 

①受任する手続きを提供しているサービスを選択します 

※選択したいサービスの左端にあるラジオボタンを選択してください（一つのみ選択

可能）。 

②画面下部へスクロールし「このサービスを指定する」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 

② 
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【サービスの表示について】 

選択したいサービスが一覧に表示されていない場合は、以下のいずれかの方法で表

示または検索してください。 

■別ページを表示する 

一覧の上下にある「前ページへ」、「後ページへ」などのページ遷移用のリンクをクリ

ックし、別ページを確認します。 

 

 

 

■検索条件を指定して表示する 

①「検索条件の指定」の右端の下矢印の開閉ボタンを押し、検索条件を表示し

ます。 

②サービス名称（部分一致検索）を入力して「検索する」ボタンを押し、検索結

果を確認します。 

＜検索条件の表示前＞ 

 

＜検索条件の表示後＞ 

 

 

 

 

 

 

  

① 

② 

② 
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ステップ６：「委任関係の新規作成 受任する手続きの選択」画面が表示された場

合は、以下の操作を行います。 

 本画面は、委任する手続きの選択が可能なサービスの場合にのみ表示されます。 

 本画面が表示されない場合は、ステップ７から操作を続けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①委任する範囲を選択する 

 画面上部に表示されている２つのラジオボタン（「すべての手続き」、「特定の手

続きを選択」）から、委任する範囲を選んでください。 

◆ 「すべての手続き」の場合 

サービスが提供するすべての手続きが委任対象です。 

委任関係の作成後に、サービスで追加された委任可能な手続きも委任対

象です。 

 ※初期表示では「すべての手続き」が選択されています。 

  ※委任対象となる手続きは、各サービスの公式サイトをご覧ください。 

 行政サービス一覧に各サービスのホームページの URL が記載されています。 

◆ 「特定の手続きを選択」の場合 

選択した手続きのみが委任対象です。 

表示された手続きの中から委任対象を選んでください。 

① 

https://gbiz-id.go.jp/top/service_list/service_list.html
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➢ 選択したい手続きの左端にあるチェックボックスをチェックします。（複数選

択可能）。 

➢ 表示されているすべての手続きを選択するには、最上部のタイトル行に表

示されているチェックボックスをチェックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②画面下部へスクロールし「選択した内容を指定する」ボタンを押す 

 

 

 

  

② 
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【手続きの表示について】 

手続き名を指定して検索できます。 

①「検索条件の指定」の右端の下矢印の開閉ボタンを押し、検索条件を表示し

ます。 

②手続き名称（部分一致検索）を入力して「検索する」ボタンを押し、検索結

果を確認します。 

＜検索条件の表示前＞ 

 

＜検索条件の表示後＞ 

 

 

 

 

 

 

■本画面が表示されない場合の委任対象手続きについて 

 本画面が表示されないサービスの場合は、対象のサービスが提供するすべての手続

きが委任対象です。 

  ※委任対象となる手続きは、各サービスの公式サイトをご覧ください。 

 行政サービス一覧に各サービスのホームページの URL が記載されています。 

 

  

① 

② 

② 

https://gbiz-id.go.jp/top/service_list/service_list.html
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ステップ 7：表示された「委任関係の新規作成 受任内容の詳細入力」画面で以下

の操作を行います。 

①委任関係終了日を入力する 

委任関係を終了する日付を入力してください（任意入力項目）。 

委任関係終了日を入力しない場合は、期限なしの委任関係が作成されます。 

②備考を入力する 

委任に関する条件や特記事項などを入力してください（任意入力項目）。 

備考は委任関係の作成時のみ入力可能であり、作成後に更新することはできま

せん。また、委任者により更新されることもありません。 

③画面下部へスクロールし「この内容を指定する」ボタンを押す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③ 

① 

② 
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ステップ８：表示された「委任関係の新規作成 入力内容の確認」画面で以下の操

作を行います。 

①委任関係の内容を確認する 

受任内容、および委任者の指定に誤りがないか、確認してください。 

②画面下部へスクロールし「この内容で承認を依頼する」ボタンを押す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② 
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【指定した手続きを確認したい場合】 

委任対象の手続きを指定した場合は、委任内容の対象手続き欄の「詳細を確

認する」ボタンを押すと「対象手続き」画面がポップアップ表示され、指定した手続き

を確認できます。 

 

 

 

 表示された画面を閉じる場合は「閉じる」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ９：以下の画面がポップアップ表示されますので、「OK」ボタンを押します。 
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ステップ１０：正常に処理が行われると、「委任関係の新規作成 承認依頼の完了」

画面が表示されます。 

画面上部の「受任一覧・代理人ログイン設定」リンクをクリックし、「受任一覧・代理

人ログイン設定」画面（「3.2.2. 依頼状況を確認する」で説明）を表示して、作成

した委任関係を確認できます。 
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「委任関係の新規作成 承認依頼の完了」画面が表示されると共に、委任者の

関係者のメールアドレス宛（※）に「委任関係の承認依頼のお知らせ」メールが送信され

ます。 

※：委任者として承認が行えるアカウント宛に送信されます（プライム、第一管理者

および委任者権限保持メンバー）。 

件名：【G ビズ ID】委任関係の承認依頼のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

委任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
あなたに対して委任関係の承認が依頼されました。 
依頼内容をご確認のうえ、承認または否認のご対応をお願いいたします。 
 
【委任関係情報】 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 ■URL：https://gbiz-id.go.jp/oauth/login 
 
【操作手順】 
（1）上記 URL からマイページへログイン 
（2）左メニューの「委任関係の承認」リンクをクリック 
  ※あなたが委任者の場合：「委任の管理」カテゴリ内のリンクをクリック 
  ※あなたが受任者の場合：「受任の管理」カテゴリ内のリンクをクリック 
（3）上記の委任関係 ID を入力して検索 
（4）該当の委任関係を選択（委任関係 ID リンクをクリック） 
（5）内容を確認し、「委任関係を承認する」または「委任関係を否認する」を選択 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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また、操作者が所属する組織の第一管理者のメールアドレス宛に「委任関係の新

規作成操作実施のお知らせ」メールが送信されます。 

G ビズ ID プライム、および操作者本人には送信されません。 

件名：【G ビズ ID】委任関係の新規作成操作実施のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、委任者に委任を依頼する操作は完了です。 

 

委任者が依頼を承認すると、委任関係が成立し「委任関係の承認完了のお知らせ」メ

ールが届きます。委任関係成立後、受任者は委任者の代理人として、委任された行政サ

ービスの手続きを行えます。 

依頼した委任関係の状況を確認したい場合は、「3.2.2.依頼状況を確認する」をご覧く

ださい。 

 

  

委任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
あなたの管理する組織内で委任関係が作成されました。 
 
【委任関係情報】 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 ■操作者アカウント ID：sample@mail.com 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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3.2.2. 依頼状況を確認する 

本項では、作成した委任関係の依頼状況を確認する方法について説明します。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、受任者権限が必要。 

 

承認待ちの委任関係だけでなく、成立中（承認済）や否認済を含むすべての委

任関係の状況を確認できます。 
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【操作手順】 

ステップ１：G ビズ ID にログイン後、「マイページ TOP」の左メニューの「受任の管理」

カテゴリ内の「受任一覧・代理人ログイン設定」リンクをクリックします。 
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ステップ２：表示された「受任一覧・代理人ログイン設定」画面内の委任関係の一覧

の中から、依頼状況を確認したい委任関係 ID のリンクをクリックします。 

 画面表示時には、以下の委任関係が一覧表示されます。 

➢ 委任関係ステータスが「承認済」 

未承認の委任関係を表示するには、この後に説明する検索条件の指定で委任

関係ステータスを「承認待ち」に変更して検索してください。 

※：委任関係ステータスについてはこちらをご覧ください。 
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【委任関係の表示項目について】 

委任関係の表示項目 

項目 説明 

代理人ログイン設定可否 代理人ログイン設定が可能な場合に“〇”を表示 

委任関係 ID 委任関係に割り当てられた ID 

委任者 法人名／屋号 委任者の法人名、または屋号（個人事業主の場

合） 

対象サービス 委任対象のサービス 

委任関係ステータス 委任関係の状態 

委任関係開始日 委任関係が承認された日付 

委任関係終了日 委任関係が終了した日付 

委
任
者
詳
細
情

報 

法人番号 委任者の法人番号（法人の場合のみ表示） 

代表者名 委任者の代表者名※1 

代表者名 フリガナ 委任者の代表者名フリガナ※1 

アカウント ID（メールアドレス） 委任者のアカウント ID（メールアドレス） 

※1：委任者の「代表者名」と「代表者名 フリガナ」は、表示されない場合がありま

す。 

受任者が作成した委任関係（委任者に対して依頼）のうち、承認されていない委

任関係の場合には表示されません。 

※承認されていない委任関係とは、委任関係ステータスが「承認済」または「解除

済」ではない委任関係です。 

 

【補足】 

 ■委任関係の検索・表示方法について 

委任関係の検索方法は、委任者の場合と同じです。 

本マニュアルの「2.2.2. 依頼頼状況を確認する」に記載された、操作手順のス

テップ２の【委任関係の表示について】をご覧ください。 
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ステップ３： 選択した委任関係の「委任関係 確認」画面が表示されます。 

 ※以下の表示例は、委任関係ステータスが「承認待ち」の委任関係です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次ページに続く 
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以上で、依頼状況を確認する操作は完了です。 
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3.2.3. 委任の依頼を取り下げる 

本項では、委任の依頼を取り下げる方法について説明します。 

依頼した委任関係の内容を修正することはできませんので、依頼内容を変更したい場合

は、依頼を取り下げた後、新規に委任関係を作成してください。 

“承認待ち”の委任関係のみ、取り下げることができます。既に承認や否認などが行わ

れた委任関係を取り下げることはできません。承認済みの委任関係を取り消したい場合は、

委任関係を解除してください。 

委任関係を解除する方法は「3.4.2. 委任関係を解除する」をご覧ください。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、受任者権限が必要。 

 

依頼者本人ではなくても、本機能が利用可能なプライムまたはメンバー（上述のアカウ

ント別利用可否で利用可能なアカウント）であれば、任意の依頼を取り下げることができま

す。 

例）プライムが依頼した委任関係を、第一管理者が取り下げる。 
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【操作手順】 

ステップ１：以下を参照し、取り下げる委任関係を表示します。 

「3.2.2. 依頼状況を確認する」のステップ１からステップ３を実行して、取り下げる委

任関係の「委任関係 確認」画面を表示してください。 

 

ステップ２：表示された「委任関係 確認」画面の内容を確認し、委任関係の取り下

げを行います。 

以降の操作手順は、委任者が委任関係を取り下げる場合と同じです。 

本マニュアルの「2.2.3. 委任の依頼を取り下げる」の操作手順を、ステップ２から実施

してください。 

 

 

以上で、委任の依頼を取り下げる操作は完了です。 
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 委任者と委任関係を設定する（委任者から依頼） 

前節の「3.2. 委任者と委任関係を設定する（受任者から依頼）」では、受任者が委

任関係を作成し、委任者に委任を依頼する方法について説明しました。 

本節では、委任者から委任関係の依頼を受けた場合に、受任者がその内容を承認し、

委任関係を設定する方法について説明します。 

また、依頼内容に誤りなどがあった場合に、委任の依頼を否認する方法についても説明

します。 

 ＜作業の流れ＞ 

①委任者から依頼された委任関係の内容を確認する 

②依頼された委任関係を承認または否認する 

 

3.3.1. 委任者からの依頼を承認する 

本項では、委任者から依頼された委任関係を承認する方法について説明します。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、受任者権限が必要。 

 

  



   

 

120 

 

【操作手順】 

ステップ１：G ビズ ID にログイン後、以下のいずれかの方法で「委任関係の承認」画

面を表示します。 

①マイページ TOP の上部に表示されている承認待ちインフォメーション表示内の「委任

関係の承認ページへ」ボタンを押します。 

②左メニューの「受任の管理」カテゴリ内の「委任関係の承認」リンクをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 

② 
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ステップ２：表示された「委任関係の承認」画面内の委任関係の一覧の中から、承

認対象の委任関係 ID のリンクをクリックします。 

 画面表示時に「承認待ち」の委任関係が一覧表示されます。 

   承認対象の委任関係 ID は、G ビズ ID から送信された「委任関係の承認依頼

のお知らせ」メール」に記載されています。 
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対象の委任関係が一覧に表示されていない場合は、「2.2.2. 依頼状況を確

認する」に記載している方法で委任関係を検索し表示できます。 

 

ステップ３： 選択した委任関係の「委任関係の承認 確認」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次ページに続く 
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【対象手続きの表示について】 

 委任内容の対象手続き欄の「詳細を確認する」ボタンを押すと、以下の画面がポ

ップアップ表示され、委任関係の対象手続きを確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ４： 「委任関係の承認 確認」画面の内容を確認後、画面下部へスクロー

ルし「委任関係を承認する」ボタンを押します。 

承認や否認がされていない委任関係（委任関係ステータスが「承認待ち」）の

場合に表示されます。 

 

 

 

 

 

ステップ５： 以下の画面がポップアップ表示されますので、「OK」ボタンを押します。 
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  委任関係を承認し委任関係が成立すると、あなたの所属する組織の代表者名や

所在地が、依頼者から閲覧できるようになります。 

 

ステップ６： 正常に処理が行われた場合は、対象の委任関係が承認され、「委任関

係の承認 完了」画面が表示されます。 

①承認完了後の委任関係ステータスは「承認済」になります。 

②承認者の情報が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次ページに続く 
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「委任関係の承認 完了」画面が表示されると共に、委任者および承認者双方の

関係者のメールアドレス宛（※）に「委任関係の承認完了のお知らせ」メールが送信され

ます。 

※：以下の関係者にメールが送信されます。 

委任者：プライム、第一管理者および委任者権限保持メンバー 

承認者：操作者を除く、プライム、第一管理者および受任者権限保持メンバー 

件名：【G ビズ ID】委任関係承認完了のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
以下の委任関係が、受任者により承認されましたのでお知らせいたします。 
 
【委任関係情報】 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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また、操作者が所属する組織の第一管理者のメールアドレス宛に「委任関係の承

認操作実施のお知らせ」メールが送信されます。 

G ビズ ID プライム、および操作者本人には送信されません。 

件名：【G ビズ ID】委任関係の承認操作実施のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、委任者からの依頼を承認する操作は完了です。 

 

 委任関係の承認後は、委任者の代理人として委任された手続きを行えます。 

 委任者の代理人として行政サービスなどの手続きを行う方法は、「4. 委任者の代理人と

して行政サービスの手続きを行う」をご覧ください。 

 

  

委任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
あなたの管理する組織内で、委任者から依頼された委任関係が承認されました。 
 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 ■操作者アカウント ID：sample@mail.com 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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3.3.2. 委任者からの依頼を否認する 

依頼された委任内容に変更が必要な場合は、以下のような対応が必要です。 

✓ 委任関係を否認し、委任者に連絡して委任関係の再作成を依頼する 

✓ 委任者に連絡し、委任関係の取り下げと委任関係の再作成を依頼する 

※委任者に代わり、受任者が委任関係を再作成する方法もあります。 

「3.2.1.委任者に委任関係の設定を依頼する」をご覧ください。 

 

本項では、委任者から依頼された委任関係を否認する方法について説明します。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、受任者権限が必要。 
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【操作手順】 

ステップ１：否認する委任関係の「委任関係の承認 確認」画面を表示します。 

操作方法は「3.3.1. 委任者からの依頼を承認する」に記載された、操作手順のス

テップ１からステップ 3 と同じです。本マニュアルの該当箇所をご覧ください。 

 

ステップ２： 「委任関係の承認 確認」画面の内容を確認後、画面下部へスクロー

ルし「委任関係を否認する」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

ステップ３： 以下の画面がポップアップ表示されますので、「OK」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

ステップ４： 正常に処理が行われた場合は対象の委任関係が否認され、「委任関

係の否認 完了」画面が表示されます。 

①否認完了後の委任関係ステータスは「否認」になります。 

②画面下部に否認者の情報が表示されます。 
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「委任関係の否認 完了」画面が表示されると共に、委任者の関係者のメールア

ドレス宛（※）に「委任関係の否認のお知らせ」メールが送信されます。 

※：以下の関係者にメールが送信されます。 

委任者：プライム、第一管理者および委任者権限保持メンバー 

件名：【G ビズ ID】委任関係否認のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
以下の委任関係が、受任者により承認されませんでした。 
否認理由に不明点等がある場合は、受任者に直接ご確認ください。 
必要に応じて、委任内容をご確認のうえ、再度委任関係の依頼をお願いいたします。 
 
【委任関係情報】 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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また、操作者が所属する組織の第一管理者のメールアドレス宛に「委任関係の否

認操作実施のお知らせ」メールが送信されます。 

G ビズ ID プライム、および操作者本人には送信されません。 

件名：【G ビズ ID】委任関係の否認操作実施のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、委任者からの依頼を否認する操作は完了です。 

 

  

委任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
あなたの管理する組織内で、委任者から依頼された委任関係が否認されました。 
 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 ■操作者アカウント ID：sample@mail.com 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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 委任関係を管理する 

本節では、以下のような委任関係を管理する方法について説明します。 

➢ 委任関係の状況を確認する 

➢ 成立した委任関係を解除する 

 

3.4.1. 委任関係の状況を確認する 

本項では、委任関係の状況を確認する方法について説明します。 

成立中（承認済み）の委任関係だけでなく、承認待ちや否認済を含むすべての

委任関係の状況を確認できます。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、受任者権限、または代理人ログイン権限が

必要。 

  代理人ログイン権限のみ持っている場合は、代理人ログイン権限が付与された委任

関係のみ参照可能です。 
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【操作手順】 

操作手順は、「3.2.2. 依頼状況を確認する」に記載した方法と同様です。 

 

 

【補足】 

 ■委任関係の操作者の表示について 

「委任関係 確認」画面には、委任関係の依頼者など操作を行った方の情報が表

示されます。 

表示内容については、本マニュアルの「2.4.1. 委任関係の状況を確認する」をご覧

ください。 

 

 

以上で、委任関係の状況を確認する操作は完了です。 
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3.4.2. 委任関係を解除する 

本項では、成立中（承認済み）の委任関係を解除する方法について説明します。 

以下のような場合は委任関係の解除が必要です。 

✓ 委任の内容を変更したい場合 

✓ 委任関係の終了日前に、委任関係が終了している場合 

  委任関係を解除すると、受任者は委任された手続きの代理申請を行えません。 

 

委任関係の解除は委任者、受任者のどちらからも実施できますが、ここでは受任者が解

除する方法について説明します。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、受任者権限が必要。 

 

委任関係の作成者や委任者・受任者の区別に関係なく、本機能が利用可能なプ

ライムまたはメンバー（上述のアカウント別利用可否で利用可能なアカウント）であれば、

成立中の任意の委任関係を解除できます。 

例）プライムが依頼し承認された委任関係を、第一管理者が解除する。 

例）委任者から依頼され承認した委任関係を、受任者側の権限を持つメンバーが

解除する。 
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【操作手順】 

ステップ１：以下を参照し、解除する委任関係を表示します。 

「3.2.2. 依頼状況を確認する」のステップ１からステップ３を実行して、解除する委任

関係の「委任関係 確認」画面を表示してください。 

 

ステップ２： 表示された「委任関係 確認」画面の内容を確認後、画面下部へスクロ

ールし「委任関係を解除する」ボタンを押します。 

成立中の委任関係（委任関係ステータスが「承認済」）の場合に表示されます。 

 

 

 

 

 

ステップ３： 以下の画面がポップアップ表示されますので、「OK」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

ステップ４： 正常に処理が行われた場合は、対象の委任関係が解除、「委任関係 

解除完了」画面が表示されます。 

①解除完了後の委任関係ステータスは「解除済」になります。 

②解除者の情報が表示されます。 
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「委任関係 解除完了」画面が表示されると共に、委任者の関係者のメールアド

レス宛（※）に「委任関係の解除のお知らせ」メールが送信されます。 

※：以下の関係者にメールが送信されます。 

委任者：プライム、第一管理者および受任者権限保持メンバー 

件名：【G ビズ ID】委任関係解除のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
以下の委任関係が、受任者により解除されました。 
解除理由に不明点等がある場合は、受任者に直接ご確認ください。 
 
【委任関係情報】 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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また、操作者が所属する組織の第一管理者のメールアドレス宛に「委任関係の解

除操作実施のお知らせ」メールが送信されます。 

G ビズ ID プライム、および操作者本人には送信されません。 

件名：【G ビズ ID】委任関係の解除操作実施のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、受任者が委任関係を解除する操作は完了です。 

 

  

受任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
あなたの管理する組織内で、委任者から依頼された委任関係が解除されました。 
 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 ■操作者アカウント ID：sample@mail.com 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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 メンバーに委任関係の管理を任せる 

 本節では、メンバーに受任者権限を付与して、委任関係の管理を任せる方法について説

明します。 

 受任者権限については、「3.1. 本章の内容」で説明しています。 

 

3.5.1. メンバーに受任者権限を付与する 

 本項では、プライムまたは第一管理者が、メンバーに対して受任者権限を付与する方法に

ついて説明します。 

 受任者権限を付与されたメンバーは、委任関係の作成や承認などの受任者向けの操作

を利用できます。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 － 

一般 － 

エントリー － 
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【操作手順】 

ステップ１：G ビズ ID にログイン後、受任者権限を付与したいメンバーの「G ビズ ID メ

ンバー確認画面」を表示します。 

※操作方法については、以下の G ビズ ID マイページ操作マニュアルの「3.3.1. G ビズ

ID メンバーのアカウント情報を参照する」をご覧ください。 

Manual_gbiz-id_mypage.pdf 

 

ステップ２：「G ビズ ID メンバー確認画面」内の委任・受任権限の内容を確認し、以

下の操作を行います。 

①受任者権限のラジオボタンの「権限あり」を選択します。 

②「委任・受任権限変更」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ３： 以下の画面がポップアップ表示されますので、「OK」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

  

② 

① 

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Manual_gbiz-id_mypage.pdf
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ステップ４： 正常に処理が行われた場合は、「G ビズ ID メンバー確認」画面が再表

示され、画面の上部に「委任・受任権限の変更が完了しました。」とメッセージが表示され

ます。 
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「G ビズ ID メンバー確認」画面が表示されると共に、権限を付与したメンバーのメ

ールアドレス宛に「受任権限付与のお知らせ」メールが送信されます。 

件名：【G ビズ ID】受任権限付与のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受任 次郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
管理者により、あなたのアカウントに受任権限が付与されました。 
受任者として以下の操作が可能になりますので、ご確認ください。 
・委任関係の新規作成 
・委任関係の承認、否認 
・委任関係の解除 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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また、操作者が所属する組織のプライムと第一管理者のメールアドレス宛に「受

任権限付与操作実施のお知らせ」メールが送信されます。 

操作者本人には送信されません。 

件名：【G ビズ ID】受任権限付与操作実施のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、メンバーに受任者権限を付与する操作は完了です。 

 

  

受任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
あなたの管理する組織内で受任権限が付与されました。 
 
 ■操作者アカウント ID：sample@mail.com 
 ■対象アカウント ID：sample1@mail.com 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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3.5.2. メンバーの受任者権限をはく奪する 

 本項では、プライムまたは第一管理者が、メンバーの受任者権限をはく奪する方法につい

て説明します。 

  受任者権限をはく奪されたメンバーは、委任関係の作成や承認などの受任者向けの操

作を利用できません。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 － 

一般 － 

エントリー － 
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【操作手順】 

ステップ１：G ビズ ID にログイン後、受任者権限をはく奪したいメンバーの「G ビズ ID

メンバー確認画面」を表示します。 

※操作方法については、以下の G ビズ ID マイページ操作マニュアルの「3.3.1. G ビズ

ID メンバーのアカウント情報を参照する」をご覧ください。 

Manual_gbiz-id_mypage.pdf 

 

ステップ２：「G ビズ ID メンバー確認画面」内の委任・受任権限の内容を確認し、以

下の操作を行います。 

①受任者権限のラジオボタンの「権限なし」を選択します。 

②「委任・受任権限変更」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ３： 以下の画面がポップアップ表示されますので、「OK」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

  

② 

① 

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Manual_gbiz-id_mypage.pdf
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ステップ４： 正常に処理が行われた場合は、「G ビズ ID メンバー確認」画面が再表

示され、画面の上部に「委任・受任権限の変更が完了しました。」とメッセージが表示され

ます。 
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「G ビズ ID メンバー確認」画面が表示されると共に、権限をはく奪したメンバーのメ

ールアドレス宛に「受任権限はく奪のお知らせ」メールが送信されます。 

件名：【G ビズ ID】受任権限はく奪のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受任 次郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
管理者により、あなたのアカウントに受任権限がはく奪されました。 
今後、委任関係の作成・承認・解除などの操作は行えなくなりますので、ご注意ください。 
はく奪理由に不明点等がある場合は、管理者に直接ご確認ください。 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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また、操作者が所属する組織の第一管理者のメールアドレス宛に「受任権限はく

奪操作実施のお知らせ」メールが送信されます。 

G ビズ ID プライム、および操作者本人には送信されません。 

件名：【G ビズ ID】受任権限はく奪操作実施のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、メンバーの受任者権限をはく奪する操作は完了です。 

 

  

受任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
あなたの管理する組織内で受任権限がはく奪されました。 
 
 ■操作者アカウント ID：sample@mail.com 
 ■対象アカウント ID：sample1@mail.com 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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3.5.3. メンバーが自身の受任者権限を確認する 

 本項では、メンバーが自身の受任者権限の付与状況を確認する方法について説明します。 

  受任者権限を付与されたメンバーは、委任関係の作成や承認などの受任者向けの操

作を利用できます。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム － 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 － 

第二管理者 ○ 

一般 ○ 

エントリー － 
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【操作手順】 

ステップ１：G ビズ ID にログイン後、「マイページ TOP」の左メニューの「アカウント情報」

リンクをクリックします。 
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ステップ２：表示された「アカウント情報確認」画面に受任者権限の付与状況が表示

されています。 

※受任者権限欄に「権限あり」または「権限なし」と表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、メンバーが自身の受任者権限を確認する操作は完了です。 
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 メンバーに委任された手続きを任せる 

 本節では、メンバーに代理人ログイン権限を付与し、委任者の代理人として委任された手

続きを任せる方法について説明します。 

 代理人ログイン権限については、「3.1. 本章の内容」で説明しています。 

 

3.6.1. メンバーに代理人ログイン権限を付与する 

本項では、プライムまたは第一管理者が、メンバーに対して代理人ログイン権限を付与す

る方法について説明します。 

委任者から依頼された委任関係ごとに、メンバーに代理人ログイン権限を付与できます。 

 すべての委任関係の代理人ログイン権限を、メンバーに一括して付与することはできま

せん。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 － 

一般 － 

エントリー － 

 

 ■操作の流れ 

以下のような手順で操作を行います。 

①委任関係の選択 

代理人ログイン権限付与対象の委任関係を選択します。 

②代理人権限の付与状況の確認 
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代理人ログイン権限が付与されているメンバーを確認します。 

③メンバーに代理人ログイン権限を付与 

代理人ログイン権限を付与するメンバーを追加します。 

 

【操作手順】 

ステップ１：代理人ログイン権限付与対象となる委任関係を選択します。 

対象となる委任関係の「委任関係 確認」画面を表示します。 

本マニュアルの「3.2.2. 依頼状況を確認する」に記載された、操作手順のステップ１

からステップ３をご覧ください。 

 

ステップ２：代理人ログイン権限の付与状況を確認します。 

画面下部へスクロールし「代理人ログイン可能なメンバーを指定する」ボタンを押します。 
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ステップ３：表示された「代理人ログイン メンバー一覧」画面に、代理人ログイン権限

が付与されているメンバーの一覧が表示されます。 

権限の付与が必要な場合は、画面下部へスクロールし「メンバーを追加する」ボタン

を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

157 

 

【代理人ログイン メンバーの表示項目】 

代理人ログイン メンバーの表示項目 

項目 説明 

メールアドレス メンバーのメールアドレス（アカウント ID） 

利用者氏名 メンバーの氏名 

利用者氏名フリガナ メンバーの氏名（フリガナ） 

ステータス アカウントのステータス（”未ログイン”,”利用中”,”パス

ワードロック中”,”削除済”,”有効期限切れ”） 

組織 G ビズ ID 上の所属組織名 

組織種別 所属組織の種別（“第一組織”,”第二組織”） 

権限種別 メンバーの権限種別（”管理者”,”メンバー”） 

部署名 アカウント情報に設定された部署名 

 

【メンバーの表示について】 

以下のいずれかの方法で表示または検索できます。 

■別ページを表示する 

一覧の上下にある「前ページへ」、「後ページへ」などのページ遷移用のリンクをクリ

ックし、別ページを確認します。 

 

 

 

■検索条件を指定して表示する 

①「検索条件の指定」の右端の下矢印の開閉ボタンを押し、検索条件を表示し

ます。 

②検索条件を入力して「検索する」ボタンを押し、検索結果を確認します。 

＜検索条件の表示前＞ 

 

 

  

① 
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＜検索条件の表示後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ アカウント ID（メールアドレス）：メンバーのアカウント ID を入力します

（完全一致検索）。 

➢ 利用者氏名：メンバーの氏名を入力します（部分一致検索）。 

➢ 利用者氏名フリガナ：メンバーの氏名をフリガナで入力します（部分一致

検索）。 

➢ ステータス：メンバーのアカウントの状態※1 をリストから選択します。 

➢ 組織：メンバーが所属する組織を入力します（部分一致検索）。 

➢ 権限種別：メンバーの権限種別（メンバー、管理者）をリストから選択

します。 

※1：ステータス（アカウントの状態）については、以下のマニュアルに記載されて

います。 

② 
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 マイページ操作マニュアルの「3.3.1. G ビズ ID メンバーのアカウント情報を参

照する」 

 

複数の項目を指定した場合は、AND 条件で検索します（すべての条件を満

たす情報を検索）。 

 

  

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Manual_gbiz-id_mypage.pdf
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ステップ４：表示された「代理人ログイン メンバーの指定」画面に、代理人ログイン権

限を付与できるメンバーが表示されますので、以下の操作を行います。 

  既に代理人ログイン権限が付与されているメンバーは表示されません。 

①権限を付与したいメンバーを選択します。 

※選択したいメンバーの左端にあるチェックボックスをチェックしてください（複数選択

可能）。 

※最上部のタイトル行に表示されているチェックボックスをチェックすると、表示されて

いるすべてのチェックボックスがチェックされます。 

②画面下部へスクロールし「このメンバーに指定する」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検索条件を指定して表示する 

 「代理人ログイン メンバー一覧」画面と同じ検索条件を指定して、メンバーを検索で

きます。 

 

  

① 

② 
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ステップ５：表示された「代理人ログイン メンバーの指定 確認」画面で以下の操作

を行います。 

①代理人ログイン権限を付与するメンバーを確認する 

②画面下部へスクロールし「代理人ログイン権限を付与する」ボタンを押す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ６： 以下の画面がポップアップ表示されますので、「OK」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

  

① 

② 
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ステップ７： 正常に処理が行われた場合は、メンバーに代理人ログイン権限が付与さ

れ、「代理人ログイン メンバーの指定 完了」画面が表示されます。 
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「G ビズ ID メンバー確認」画面が表示されると共に、権限を付与したメンバーのメ

ールアドレス宛に「代理人ログイン権限付与のお知らせ」メールが送信されます。 

件名：【G ビズ ID】代理人ログイン権限付与のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受任 次郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
管理者により、あなたのアカウントに代理人ログイン権限が付与されました。 
この権限により、委任者の代理人として手続きを行うことができるようになりました。 
代理人ログインを行うには、以下の手順で設定を行ってください。 
 
【委任関係情報】 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 ■対象サービス： 〇〇サービス 
 ■URL：https://gbiz-id.go.jp/oauth/login 
 
【操作手順】 
（1）上記 URL からマイページへログイン 
（2）左メニューの「受任一覧・代理人ログイン設定」リンクをクリック 
（3）上記の委任関係 ID を入力して検索 
（4）該当の委任関係を選択（委任関係 ID リンクをクリック） 
（5）「代理人ログインの設定ページへ」をクリック 
（6）設定手順を確認し、「代理人ログインを設定する」をクリック 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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また、操作者が所属する組織の第一管理者のメールアドレス宛に「代理人ログイ

ン権限付与操作実施のお知らせ」メールが送信されます。 

G ビズ ID プライム、および操作者本人には送信されません。 

件名：【G ビズ ID】代理人ログイン権限付与操作実施のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、メンバーに代理人ログイン権限を付与する操作は完了です。 

 

  

受任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
あなたの管理する組織内で代理人ログイン権限が付与されました。 
 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 ■対象サービス： 〇〇サービス 
 ■操作者アカウント ID：sample@mail.com 
 ■対象アカウント ID：sample1@mail.com 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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3.6.2. メンバーの代理人ログイン権限をはく奪する 

本項では、プライムまたは第一管理者が、メンバーに対して代理人ログイン権限をはく奪

する方法について説明します。 

委任者から依頼された委任関係ごとに、メンバーの代理人ログイン権限をはく奪できます。 

 委任関係の代理人ログイン権限をはく奪されたメンバーは、はく奪された委任関係の代

理申請を行えません。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 － 

一般 － 

エントリー － 

 

 ■操作の流れ 

以下のような手順で操作を行います。 

①委任関係の選択 

代理人ログイン権限はく奪対象となる委任関係を選択します。 

②代理人権限の付与状況の確認 

代理人ログイン権限が付与されたメンバーを確認します。 

③メンバーに代理人ログイン権限をはく奪 

代理人ログイン権限をはく奪するメンバーを指定します。 
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【操作手順】 

ステップ１：代理人ログイン権限はく奪対象となる委任関係を選択します。 

対象となる委任関係の「委任関係 確認」画面を表示します。 

本マニュアルの「3.2.2. 依頼状況を確認する」に記載された、操作手順のステップ１

からステップ３をご覧ください。 

 

ステップ２：代理人ログイン権限の付与状況を確認します。 

画面下部へスクロールし「代理人ログイン可能なメンバーを指定する」ボタンを押します。 
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ステップ３：表示された「代理人ログイン メンバー一覧」画面に、代理人ログイン権限

が付与されているメンバーの一覧が表示されます。 

権限のはく奪が必要な場合は、画面下部へスクロールし「メンバーを削除する」ボタ

ンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示項目やメンバーの検索・表示方法は、本マニュアルの以下に記載しています。 

「3.6.1. メンバーに代理人ログイン権限を付与する」 
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ステップ４：表示された「代理人ログイン メンバーの削除」画面に、代理人ログイン権

限をはく奪できるメンバーが表示されますので、以下の操作を行います。 

①権限をはく奪したいメンバーを選択します。 

※選択したいメンバーの左端にあるチェックボックスをチェックしてください（複数選択

可能）。 

※最上部のタイトル行に表示されているチェックボックスをチェックすると、すべてのチェ

ックボックスがチェックされます。 

②画面下部へスクロールし「このメンバーに指定する」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 

② 
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ステップ５：表示された「代理人ログイン メンバーの削除 確認」画面で以下の操作

を行います。 

①代理人ログイン権限をはく奪するメンバーを確認する 

②画面下部へスクロールし「代理人ログイン権限を削除する」ボタンを押す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ６： 以下の画面がポップアップ表示されますので、「OK」ボタンを押します。 
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ステップ７： 正常に処理が行われた場合は、メンバーの代理人ログイン権限がはく奪

され、「代理人ログイン メンバーの削除 完了」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「G ビズ ID メンバー確認」画面が表示されると共に、権限をはく奪したメンバーのメ

ールアドレス宛に「代理人ログイン権限はく奪のお知らせ」メールが送信されます。 

件名：【G ビズ ID】代理人ログイン権限はく奪のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受任 次郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
管理者により、あなたのアカウントの代理人ログイン権限がはく奪されました。 
今後、以下の委任関係の代理人ログイン設定は行えなくなりますので、ご注意ください。 
はく奪理由に不明点等がある場合は、管理者に直接ご確認ください。 
 
【委任関係情報】 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 ■対象サービス： 〇〇サービス 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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また、操作者が所属する組織の第一管理者のメールアドレス宛に「代理人ログイ

ン権限はく奪操作実施のお知らせ」メールが送信されます。 

G ビズ ID プライム、および操作者本人には送信されません。 

件名：【G ビズ ID】代理人ログイン権限はく奪操作実施のお知らせ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、メンバーの代理人ログイン権限をはく奪する操作は完了です。 

 

  

受任 一郎 様 
 
こちらは G ビズ ID です。 
 
あなたの管理する組織内で代理人ログイン権限がはく奪されました。 
 
 ■委任関係 ID：4-25-521-0001-0 
 ■対象サービス： 〇〇サービス 
 ■操作者アカウント ID：sample@mail.com 
 ■対象アカウント ID：sample1@mail.com 
 
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、あらか
じめご了承ください。 
 
G ビズ ID 
https://gbiz-id.go.jp 
 
(c) 2019 Digital Agency, Government of Japan  
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3.6.3. 代理人ログイン権限が付与された委任関係を確認する 

本項では、代理人ログイン権限が付与された委任関係を確認する方法について説明し

ます。 

代理人ログイン権限が付与された委任関係のみ、委任者の代理人として委任され

た手続きを行えます。 

プライムまたは第一管理者は、承認済のすべての委任関係に対して代理人ログイン

権限を保持しています。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、受任者権限、または代理人ログイン権限が

必要。 

  代理人ログイン権限のみ持っている場合は、代理人ログイン権限が付与された委任

関係のみ参照可能です。 

 

【操作手順】 

操作手順は、「3.2.2. 依頼状況を確認する」に記載した方法と同様です。 
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(1)「受任一覧・代理人ログイン設定」画面で確認する場合 

 一覧中の「代理人ログイン設定可否」欄に“〇”が表示されています。 

 

 

 

 

 

 

(2)「受任一覧 委任関係 確認」画面で確認する場合 

 画面上部に、以下のような代理人ログイン設定を行うための文言やインフォメーション

が表示されています。 

 ※表示内容は代理人ログイン設定の実施有無により異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、代理人ログイン権限を確認する操作は完了です。 

 

 委任者の代理人として行政サービスなどの手続きを行う方法は、「4. 委任者の代理人と

して行政サービスの手続きを行う」をご覧ください。 
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4.  委任者の代理人として行政サービスの手続きを行う 

 本章の内容 

 本章では、行政書士などの代行事業者の方（受任者）を対象に、委任者の代理人と

して、委任された行政サービスなどの手続きを行う方法について説明します。 

 

 代理人として委任された手続きを行うためには、以下が必要です。 

(1)対象の委任関係について、代理人ログイン権限を保持していること 

第二管理者と一般メンバーは、対象の委任関係に対して、あらかじめ代理人ログイ

ン権限が付与されていなければなりません。 

メンバーに代理人ログイン権限を付与する方法については、本マニュアルの「3.6.2. 

メンバーに代理人ログイン権限を付与する」に記載しています。 

プライムと第一管理者は、承認済のすべての委任関係に対して代理人ログイン権

限を保持しています。 

 

(2)対象の委任関係を指定して、代理人ログイン設定を行うこと 

代理人ログイン設定は、委任された手続きを行うサービスへのログイン時に、受任者

が委任者の代理人であることを通知するために行います。 

代理人ログインが設定された委任関係は、委任手続きを行うサービスに通知され、

代理申請を行う際に利用されます。代理申請の方法については各サービスの公式サイ

トをご確認ください。 

 

代理人ログインの設定方法については、本章で説明します。 

代理人ログイン権限を保持している委任関係にのみ、代理人ログイン設定を行うこ

とができます。 
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委任者の代理人として行政サービスなどの手続きを行う作業フローは以下のとおりです。 

※第 3 章に記載の作業フローもご覧ください。 

 

■プライム、第一管理者の場合（代理人ログイン権限付与は不要） 

①代理人ログインの設定 

②サービス（外部サイト）にログインし、委任者の代理人として委任された手続きを

実施 

③代理人ログイン設定の解除または変更（任意） 

 ■第二管理者、一般メンバーの場合 

①プライムまたは第一管理者が代理人ログイン権限を付与 

②代理人ログインの設定 

③サービス（外部サイト）にログインし、委任者の代理人として委任された手続きを

実施 

④代理人ログイン設定の解除または変更（任意） 
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 代理人ログイン設定を行う 

 本節では、受任者が委任関係を指定して代理人ログイン設定を行う方法について説

明します。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、対象の委任関係に対する代理人ログイン権

限が必要。 
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【操作手順】 

ステップ１：G ビズ ID にログイン後、「マイページ TOP」の左メニューの「受任の管理」

カテゴリ内の「受任一覧・代理人ログイン設定」リンクをクリックします。 
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ステップ２：表示された「受任一覧・代理人ログイン設定」画面内の委任関係の一覧

の中から、代理人ログイン設定を行いたい委任関係 ID のリンクをクリックします。 

   一覧中の「代理人ログイン設定可否」欄に“〇”が表示されている委任関係を

選択してください。 

代理人ログイン権限を保持している委任関係に“〇”が表示されています。 
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【補足】 

■代理人ログイン設定状況の表示について 

代理人ログインの設定状況が画面上部にインフォメーション表示されます。 

①代理人ログイン設定がされていない場合 

※代理人ログイン設定の有効期間が切れた場合も含みます。 

 

 

 

 ②有効な代理人ログイン設定がされている場合 

※設定内容と有効期間が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ３： 選択した委任関係の「委任関係 確認」画面が表示されます。 

画面下部へスクロールし「代理人ログインを設定する」ボタンを押します。 
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ステップ４：「代理人ログイン 設定」画面が表示されますので、記載内容の確認後、

画面下部へスクロールし「代理人ログインを設定する」ボタンを押します。 

代理人ログイン設定は設定完了後、30 分間のみ有効です。 
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ステップ５： 以下の画面がポップアップ表示されますので、「OK」ボタンを押します。 
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ステップ６： 正常に処理が行われた場合は、選択した委任関係に代理人ログインが

設定され、「代理人ログイン設定 完了」画面が表示されます。 

画面上部に設定内容と有効期間がインフォメーション表示されますので、内容をご

確認ください。 
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代理人ログイン設定は設定完了後、30 分間のみ有効です。 

有効期間内に、選択した委任関係に指定された行政サービスなどにログインしてくだ

さい。有効期間経過後は、再度代理人ログイン設定を行ってください。 

 

 

以上で、代理人ログイン設定を行う操作は完了です。 

 

 代理人ログインの設定後、委任された手続きの代理申請を行う方法については、「4.3.

代理人として行政サービスの手続きを行う」をご覧ください。 
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 代理人として行政サービスの手続きを行う 

本項では、受任者が委任者の代理人として、委任された行政サービスなどの手続きを行

う方法について説明します。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、対象の委任関係に対する代理人ログイン権

限が必要。 

 

委任者の代理人として行政サービスなどにログインした履歴情報は、委任者側からも

参照できます。 

※代理人ログイン設定を行い、行政サービスなどにログインした履歴が対象です。 

※本マニュアルの「2.6. 受任者の利用履歴を確認する」に詳細を記載しています。 
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【操作手順】 

ステップ１：G ビズ ID で代理人ログイン設定を行った後、手続きなどを行いたいサービ

スにログインします。 

 ※G ビズ ID で利用できるサービスとホームページの URL は以下のページに記載されて

います。 

「行政サービス一覧」 

G ビズ ID メンバー（第一管理者を除く）の場合、利用可能なサービスに設定され

たサービスにのみログインできます。 

 G ビズ ID メンバーが、自身の利用可能なサービスを確認する方法は、「マイページ操

作マニュアル」の「2.10. 利用可能なサービスを参照する」をご覧ください。 

 

ステップ２：各サービスの案内にしたがって、委任された手続きなどを行ってください。 

 

 

以上で、代理人として行政サービスの手続きを行う操作は完了です。 

 

  

https://gbiz-id.go.jp/top/service_list/service_list.html
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Manual_gbiz-id_mypage.pdf
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Manual_gbiz-id_mypage.pdf
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 代理人ログインの設定状況を確認する 

本項では、代理人ログイン設定状況の確認方法について説明します。 

代理人ログインの設定状況は以下の画面にて確認できます。 

(1) マイページ TOP 

(2) 「受任一覧・代理人ログイン設定」画面 

(3) 「委任関係 確認」画面 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、対象の委任関係に対する代理人ログイン権

限が必要。 
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【操作手順】 

(1) マイページ TOP の場合 

G ビズ ID にログインして、「マイページ TOP」を表示します。 

代理人ログイン設定の内容と有効期間がインフォメーション表示されます。 

代理人ログイン設定がされていない場合、または代理人ログイン設定の有効期

間が切れている場合は、インフォメーション表示はされません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■代理人ログイン設定対象の委任関係の確認方法 

 インフォメーション表示内の「委任関係の確認」ボタンを押すと、「委任関係 確認」

画面が表示されます。 

 代理人ログイン設定対象の委任関係が表示されますので、委任内容を確認でき

ます。 
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(2) 「受任一覧・代理人ログイン設定」画面の場合 

 G ビズ ID にログイン後、「マイページ TOP」の左メニューの「受任の管理」カテゴリ内

の「受任一覧・代理人ログイン設定」リンクをクリックして、「受任一覧・代理人ログイン

設定」画面を表示します。 

 

①代理人ログイン設定がされていない場合 

画面上部に、以下のようなインフォメーションが表示されます。 
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②有効な代理人ログイン設定がされている場合 

画面上部に、以下のようなインフォメーションが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

190 

 

(3) 「委任関係 確認」画面の場合 

以下に記載された操作手順により、代理人ログイン設定された委任関係の「委任

関係 確認」画面を表示します。 

※本マニュアルの「3.4.1. 委任関係の状況を確認する」 

 

①代理人ログイン設定対象の委任関係ではない場合 

画面上部に、以下のようなインフォメーションが表示されます。 
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②代理人ログイン設定対象の委任関係の場合 

代理人ログイン設定の内容と有効期間がインフォメーション表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、代理人ログインの設定状況を確認する操作は完了です。 
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 代理人ログイン設定を解除する 

 本節では、受任者が代理人ログイン設定を解除する方法について説明します。 

有効期間内の代理人ログイン設定を解除できます。有効期間が切れている代理

人ログイン設定を解除する必要はありません。 

 

アカウント別利用可否 

G ビズ ID アカウント種別 利用可否 

プライム ○ 

メンバー 

権限 利用可否 

第一管理者 ○ 

第二管理者 △※1 

一般 △※1 

エントリー － 

※1：第二管理者と一般メンバーの場合は、対象の委任関係に対する代理人ログイン権

限が必要。 
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【操作手順】 

ステップ１：以下に記載された操作手順により、代理人ログイン設定状況を確認しま

す。 

 ※本マニュアルの「4.4. 代理人ログインの設定状況を確認する」 

 

ステップ２：表示されているインフォメーション表示内の「代理人ログイン設定を解除」

ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

または、 
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ステップ３： 以下の画面がポップアップ表示されますので、「OK」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

ステップ４： 正常に処理が行われた場合は、代理人ログイン設定が解除され、ステッ

プ２で操作を行った画面が再表示されます。 

インフォメーション表示は消去、または変更されます。 

※「受任一覧・代理人ログイン設定」画面の場合は、インフォメーション表示が以下に

変更されます。 

 

 

 

 

 

以上で、代理人ログイン設定を解除する操作は完了です。 
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